
専決第５号 

 

 

専 決 処 分 書 

 

 

令和２年度厚木市一般会計補正予算（第８号）を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

令和２年７月２９日 

 

 

厚木市長  小 林 常 良 

 

 

 

理  由 

法人市民税の還付について、その執行に要する経費を補正する必要が生じたことから、

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分する。 



  



令和２年度 

厚木市一般会計補正予算（第８号） 





令和２年度厚木市一般会計補正予算（第８号） 

令和２年度の厚木市の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ153,193千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ112,272,607千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年７月２９日 

厚木市長 小 林 常 良 
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款 項 補正前の額 補　正　額 計

第１表　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳　入１
（単位：千円）

７５ 繰入金 　   3,129,089 153,193　   3,282,282

　５ 基金繰入金 　   3,119,816 153,193　   3,273,009

　 112,119,414 153,193　 112,272,607歳 入 合 計

款 項 補正前の額 正　額補　 計

出歳　　２ （単位：千円）

１０総務費 　   9,651,414 153,193　   9,804,607

１５徴税費 　   1,068,873 153,193　   1,222,066

歳 出 合 計 　 112,119,414 153,193　 112,272,607

－　2　－



令和２年度 

厚木市一般会計補正予算 

（第８号）に関する説明書
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